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墨田区安全支援課

自動車・自転車などの運転中の

「ながらスマホ」は、

道路交通法で禁止されています。

条例のポイント

に

気を付けましょう。

●公共の場所では、歩きスマホをしないようにしましょう。

●スマートフォン等の操作は、ほかの人の通行や利用の妨げに

ならない場所で、立ち止まって行うようにしましょう。

対象者：区民等（区内に在住・滞在、または区内を通過する個人）



墨田区 都市計画部危機管理担当 安全支援課

03-5608-6199（直通）


